
 

1 

教育支援制度要綱｜一般社団法人ガスケ・ジャパン 
 
第 1 条（目的） 
本制度は、ガスケ・アプローチに基づく継続教育課程を日本において安定的に提供し、医療専門職が長期
的に学び続けられる環境を整備することを目的とする。 
 
第 2 条（教育体系の位置付け） 
本教育課程は、フランス本部の教育体系および国際的教育基準に基づき構成される継続教育課程である。 
 
第 3 条（受講料の基本原則） 
1．フランス人講師を招聘して実施する研修会は、国際基準に基づく正規受講料として位置付ける。 
2．日本人講師が担当する研修会については、教育機会の確保および継続教育の促進を目的として、教育
支援制度を適用した受講料を設定する。 
3．受講料は、教育体系の維持、国際的整合性、および教育環境の持続性を踏まえて総合的に決定する。 
4. 詳細については、ガスケ・ジャパン共有ドライブ内(以下:共有ドライブ)の 「研修会受講料｜一般社団
法人ガスケ・ジャパン」を参照のこと。 
＊共有ドライブ： 
https://drive.google.com/drive/folders/16a-Sdirl3iokUhh2Qf59WMs1kw1UzlJW?usp=sharing 
 
第 4 条（制度の基本原則） 
本制度は、以下の原則に基づき運用する。 
1．公平性 
 すべての受講者に対し、同一条件の教育機会を提供する。 
2．継続性 
 単発受講ではなく、継続教育課程としての学習を前提とする。 
3．制度性 
 個別の裁量ではなく、制度として運用する。 
4．国際整合性 
 フランス本部の教育体系との整合性を維持する。 
 
第 5 条（教育支援の構成） 
本制度は、以下の支援により構成される。 
（1）受講料支援 
教育支援制度により、日本開催研修においては支援価格を適用する。(参照:研修会受講料) 
 
（2）再受講支援 
再受講時の負担軽減により、理解の深化および臨床応用力の向上を支援する。 

https://drive.google.com/drive/folders/16a-Sdirl3iokUhh2Qf59WMs1kw1UzlJW?usp=sharing
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（3）資格更新制度（4 年更新） 
資格は継続教育課程の一部として位置付け、一定期間内に再学習を行うことにより更新するものとする。 
 
（4）更新猶予制度 
出産、育児、疾病その他やむを得ない事情により更新が困難な場合、一定期間の猶予を認める。 
＊(2)-(4)については共有ドライブ内 「継続教育制度｜ガスケ・アプローチ アドバイザー認定更新につい
て」を参照のこと。 
 
（5）交通費補助 
遠方からの参加者に対し、教育機会の公平性を確保するため交通費の一部を補助する。 
＊共有ドライブ内「交通費補助規定｜ガスケジャパン」を参照のこと。 
 
（6）学習環境支援 
研修期間中の昼食提供等により、受講環境の質を確保する。 
 
第 6 条（制度の適用） 
本制度は、すべての受講者に対して公平に適用するものとし、個別の値引きまたは例外的措置は原則とし
て行わない。ただし、法人や団体に対してはその限りではない。 
 
第 7 条（制度の目的の明確化） 
本制度は、費用軽減を目的とするものではなく、継続教育課程を成立させるための教育構造として設計さ
れたものである。各コースの目的や詳細は、下記の画像を参照のこと。 
 
第 8 条（改定） 
本要綱は、教育体系の維持および社会状況の変化に応じて、必要に応じて改定する。 
 
附則 
本要綱は、2026 年 4 月 1 日より施行する。 
一般社団法人ガスケ・ジャパン 
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